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表紙

・2.⑸業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況

・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

会計監査人及び監査等委員会の監査を受けた本開示書類は、法令及び当社
定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.enomoto.co.jp)に掲載することにより、株主の皆様にご
提供するものであります。

なお、「事業報告の2.(5)業務の適正を確保するための体制及び当該体制の
運用状況」は、監査報告の作成に際して、監査等委員会が監査をした事業報
告の一部であります。また、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類
の個別注記表」は、監査報告の作成に際して、監査等委員会及び会計監査人
が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

第56回定時株主総会招集ご通知に
際してのインターネット開示事項

第56期
［2021年４月１日から2022年３月31日まで］

株式会社エノモト
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業務の適正を確保するための体制

⑸ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
①業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は次のとおりであります。
イ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

企業理念に基づいた「企業倫理行動指針」を定め、コンプライアンスに対する考え
方、行動基準を明確化し、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、
企業倫理の浸透及びコンプライアンス体制の維持・向上に努める。
取締役の職務執行状況については、「取締役会規程」に基づき、取締役会に報告する
とともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。また、取締役の職務執行状
況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受ける。
使用人の業務執行状況については、業務執行部門から独立した内部監査室が定期的に
内部監査を実施し、その結果を被監査部門、経営層及び監査等委員会に適宜報告する。
コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、従業員等から通報相談を受付け
る外部弁護士等通報相談窓口を設置する。
ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、社内規定及び法令に基づき作成・保存・管
理するとともに、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧できるものとする。
また、取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査等委員会
の監査を受ける。
ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規程」を制定し、当社グループのリスク管理は、社長または社長が指名
した取締役（監査等委員である取締役を除く。）を委員長とするリスク管理委員会が行
う。
リスク管理委員会は、本社に事務局を設置し、部門横断的なリスク状況の監視及び対
応を行うとともに、個別業務ごとに設置された委員会等や関係会社ごとに任命したリス
ク管理責任者と緊密に連携する体制を整える。リスク管理委員会は内部監査室と連携
し、全体のリスク管理状況を掌握し、その結果を取締役会に報告する。
また、経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、予め必要な対応方
針・マニュアルを整備するとともに、全ての役職者にリスク管理能力を高めるための研
修等を実施し、リスクによる損失を最小限度に抑える体制を整える。
ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．取締役会により、当社グループの中長期経営計画の策定、各部門の年度目標、予算
の設定を行う。
ｂ．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため、取締役会を原則
として毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、「取締役会規
程」に定めた重要事項の決議と取締役の職務の執行状況の監督を行う。
ｃ．経営会議を設置し、当社グループの経営戦略等の業務執行上の重要事項について、
十分な検討・審議を行う。

ホ. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループとしての規範、規則を
「関係会社管理規程」として整備し、グループ全体のコンプライアンス体制の構築を
図る。
ｂ．当社から子会社の取締役等役員を派遣し、子会社の取締役の職務執行を監視・監督
する。
ｃ．当社の監査等委員会と内部監査室が連携し、子会社の業務執行状況を監査する。
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業務の適正を確保するための体制

ｄ．子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の
設計その他会社の個性及び特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備すること
を基本とする。

ヘ. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため財務報告に係る内部統制が有効、
適切に機能する体制の整備を実施するとともに、その運用状況について継続的に評価し
必要な措置を行うものとする。
ト. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに取締役及び当
該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並び
に当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ａ．監査等委員会よりその職務を補助すべき取締役及び使用人の配置の求めがあった場
合には、監査等委員会と協議のうえ人選を行う。
ｂ．当該使用人の人事については、常勤監査等委員と事前に協議を行い、同意を得たう
えで決定する。
ｃ．当該使用人の監査等委員会の補助に関する職務遂行については、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの指揮命令は受けないものとする。
ｄ．当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の補助に関する職務
遂行を優先するものとする。

チ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報告をす
るための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ａ．当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、グルー
プに著しい損害を及ぼすおそれのある重要な事項を適時適切な方法により監査等委員
会に報告するものとする。
ｂ．監査等委員会はいつでも必要に応じて、グループ会社の取締役及び使用人に対して
業務の執行に関する報告を求めることができるものとする。
ｃ．監査等委員会は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握
するため、重要な会議及び委員会に出席し、必要に応じて取締役（監査等委員である
取締役を除く。）及び使用人にその説明を求めることができるものとする。

リ. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
当社グループは、報告をした者が報告したことを理由に不利益な取扱いを受けること
がないよう「内部通報規程」を制定し、その防止を図るものとする。
ヌ. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する
事項
当社は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る。）について、必要な費用の前払い等の請求について、職務の執行に必要でないと認
められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ル. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等につ
いて意見交換を行う。
ｂ．監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査
室に調査を求める。
ｃ．監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うと
ともに必要に応じて会計監査人に報告を求める。

－ 2 －



2022/05/31 10:28:49 / 21825033_株式会社エノモト_招集通知：Web開示

業務の適正を確保するための体制

ヲ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
ａ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止す
るため、「企業倫理行動指針」に、反社会的な活動や勢力とは、一切の関係を遮断
し、毅然とした態度で臨むことを徹底し、公正・透明・自由な競争を尊重し、適正・
健全な取引を行うことを定め、これを基本的な考え方とする。

ｂ. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ⅰ）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

総務部を対応統括部署とし、リスク管理委員会と連携して対応する。また、各事
業所には不当要求防止責任者を設置し、不当要求に対応できる体制にする。
ⅱ）外部専門機関との連携状況

警察、顧問弁護士等との連携を常に密にし、有事において適切な相談・支援が受
けられる体制を整備する。
ⅲ）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

反社会的勢力に関する情報は総務部に集約され、一元的に管理される。また、そ
の情報は、全社で共有する。
ⅳ）対応マニュアルの整備状況

反社会的勢力の排除については、「企業倫理行動指針」をはじめ、「コンプライ
アンス規程」「反社会的勢力排除規程」「販売管理規程」「購買管理規程」に定め
るとともに、具体的な対応要領を作成し社内へ周知・徹底をする。

ⅴ）研修活動の実施状況
不当要求防止責任者は定期的に外部専門機関等の講習を受講し、情報の収集や対

処法の取得をする。また、当社では「企業倫理行動指針」の徹底を図るため、毎
年、全従業員に対し教育研修を実施する。反社会的勢力への対応は企業倫理上も重
要な項目と位置づけ、教育研修プログラムに組み入れ、知識及び意識の向上に努め
る。

②業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社グループは、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、次のとおり運用し

ております。
イ. コンプライアンスに関する取組み

当社は、従業員に対し毎月コンプライアンス教育資料を回付しているほか、朝礼や社
内報等を通じ当社従業員に対し定期的にコンプライアンス教育を実施しております。ま
た、全従業員が「経営理念」、「企業倫理行動指針」、「コンプライアンス規程」等を
理解し遵守する旨の宣誓書を提出しました。
その他、「内部通報規程」に基づき設置している従業員相談窓口からの通報により、
通報者の保護を図りつつ問題の早期発見と改善に努めており、その運用状況等はリスク
管理担当取締役（常務取締役）を委員長とする「リスク管理委員会」に定期的に報告し
ております。
ロ. リスクマネジメントに関する取組み

当社は、原則月１回開催の「リスク管理委員会」において、「リスク管理規程」に基
づきリスク調査及び分析を行い、経営への影響度に応じ関係部署あるいは全社へ展開
し、対策を実施しております。
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業務の適正を確保するための体制

ハ. 内部監査体制及び財務報告に係る信頼性の確保に関する取組み
当社は、代表取締役社長直轄部署の内部監査室が「内部監査規程」に基づく内部監査

計画に従い、内部監査員によるウォークスルー監査を実施し、「リスク管理委員会」と
連携の上業務プロセスの妥当性評価及び継続的見直しを実施しつつ、従業員に対し内部
統制システムの重要性と遵守教育を実施しております。
また、財務報告に係る内部統制については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から評価範囲を決定し、財務報告に係る内部統制の評価を行っております。
ニ. 業務執行の適正の確保に関する取組み

当社は、原則月１回及び臨時に開催の取締役会において、法令または定款に定められ
た事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締
役の職務執行の監督を行っております。また、取締役及び執行役員による「経営会議」
を通じ、取締役会において決定した方針の効果的な執行を図っております。
ホ. 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取組み

当社監査等委員会は、原則月１回及び臨時に開催の監査等委員会において、監査に関
する重要事項を協議・決定するとともに、取締役会及びその他重要な会議への出席並び
に個別のヒアリングや重要書類の閲覧を通じ、業務執行の状況を把握し、監査の実効性
の確保を図っております。
ヘ. 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組み

子会社は、当社取締役が子会社の社長を兼務しており、定例の取締役会及び「関係会
社管理規程」に基づく申請・報告を行う体制としているほか、当社役員及び内部監査室
等が定期的に監査・指導を行っております。
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社
・主要な連結子会社の名称 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.

ENOMOTO HONG KONG Co., Ltd.
ZHONGSHAN ENOMOTO Co., Ltd.

② 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 ENOMOTO LAND CORPORATION
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結
計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 ENOMOTO LAND CORPORATION
・持分法の適用から除いた理由 上記持分法不適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微
であり、かつ全体としても重要な影響を及ぼしていないためで
あります。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社であるENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.、ENOMOTO HONG 
KONG Co., Ltd.、ZHONGSHAN ENOMOTO Co., Ltd.の決算日は、12月31日であり連結決算日
との差は３ヶ月以内であるため、連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用
しておりますが、連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお
ります。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により
算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ロ. デリバティブ 時価法
ハ. 棚卸資産

・製品・仕掛品（プレス製品及び金型用量産部品）・原材料
主に移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

・仕掛品（金型及び装置）・貯蔵品（金型修理用パーツ）
主に個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

・貯蔵品（金型修理用パーツを除く）
主に最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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連結注記表

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産は除く）

当社は定率法（当社の金型については、生産高比例法）、在外
連結子会社は定額法によっております。
ただし、当社については、1998年４月１日以降に取得した建
物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　建物及び構築物　　　　　　７～35年
　機械装置及び運搬具　　　　４～11年

ロ. 無形固定資産（リース資産は除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(５年) に基づく定額法によっており

ます。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

ニ. 長期前払費用 定額法によっております。
③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております｡
ハ. 役員賞与引当金 当社の取締役、執行役員に対して業績連動報酬の支出に充てる

ため、支給見込額のうち、当連結会計年度の費用として計上す
べき額を計上しております。

ニ. 役員退職慰労引当金 当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連
結会計年度末要支給額を計上しております。

ホ. 役員株式給付引当金 当社の取締役、執行役員に対する当社株式の交付及び給付に備
えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイ
ントに応じた株式の交付及び給付見込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準
　当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する
当社グループは主として電子部品の中でもＩＣ及びトランジスタ用リードフレーム・オプト用リー
ドフレーム・コネクタ用部品に関する製造・販売をグローバルに展開しております。当社グループ
の主要な販売品目における契約、履行義務及び履行義務の充足時点に関する情報は次の通りであり
ます。
①　量産品の販売（国内販売）

顧客との契約に基づいて、主に完成した量産品を顧客に納入することを履行義務として識別して
おります。国内の販売においては出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通
常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。

②　量産品の販売（輸出販売）
顧客との契約に基づいて、主に完成した量産品を顧客に納入することを履行義務として識別して
おります。契約ごとに貿易条件等により製品に対する支配が移転する時点の判断をしております
が、主として、船積時点で製品に対する支配が顧客に移転する契約であり、その場合には船荷証
券の発行日（B/L date）に収益を認識しております。

③　金型（客先に所有権が移転する金型の売却取引）
顧客との契約に基づいて、主に完成した金型を顧客に納入することを履行義務として識別してお
ります。顧客からの認定合格により当該金型に対する支配が顧客に移転することから、認定合格
書を受領した時点で収益を認識しております。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処

理の要件を満たす為替予約については振当処理、特例処理の要
件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しておりま
す。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象…外貨建売上債権及び借入金

ハ. ヘッジ方針 当社は、為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引
を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利
スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと
に行っております。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法 振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理を採用し
ております。また、それ以外の為替予約については、外貨建に
よる同一金額で同一期日の為替予約を実施しており、実行の可
能性が極めて高いため、有効性の評価を省略しております。金
利スワップ取引については、特例処理を採用しておりますので
有効性の評価を省略しております。
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⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における見込
額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を退職給
付に係る資産及び退職給付に係る負債として計上しておりま
す。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資
産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整
累計額に計上しております。
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当連結会計年度

将来減算一時差異等（※） 478,762

（内、税務上の欠損金（※）） 39,442

評価性引当額 177,259

（内、税務上の欠損金に対する評価性引当額） －

繰延税金資産（繰延税金負債相殺前） 301,502

会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとし
ております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」
に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「電子記録債権」
及び「売掛金」に区分して表示することといたしました。
　なお、収益認識会計基準等の適用による、当連結会計年度の損益及び期首利益剰余金に与える影
響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品
に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱い
に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたし
ました。これによる時価の算定方法に重要な変更はありません。

会計上の見積りの変更に関する注記
（資産除去債務の見積りの変更）

　当連結会計年度において、石綿飛散防止対策等に係る見積書等の新たな情報の入手を行い検討し
た結果、必要な対策費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更により、変更前の
資産除去債務残高に75,000千円を加算するとともに、資産除去債務に対応する除去費用については
費用処理を行いました。この結果、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ75,000千円減
少しております。

会計上の見積りに関する注記
（会計上の見積り）
１. 繰延税金資産の回収可能性

⑴ 当連結会計年度の当社の計算書類に計上した金額
　当社（株式会社エノモト）が計上した繰延税金資産（繰延税金負債相殺前）は以下のとおりであり
ます。

（単位：千円）

（※）法定実効税率を乗じた金額であります。

－ 9 －



2022/05/31 10:28:49 / 21825033_株式会社エノモト_招集通知：Web開示

連結注記表

⑵ 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① (1)に記載した金額の算出方法
　当社は、繰延税金資産の回収可能性の判断は、合理的な見積り可能期間の当社の事業計画に基づ
いて行っております。単年度の事業計画については、②に記載の販売計画に基づいて、製品ごとに
個別に原材料費、外注加工費等の変動費を設定しています。また、過去の固定費の実績や見込まれ
る設備投資による減価償却費の増減等を踏まえて固定費予算を設定しています。これを基礎に、一
定の成長率等（ゼロも含む）で成長するとの仮定をおいて、合理的な見積り可能期間の事業計画を
策定しています。
　繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、上記の事業計画を基礎として、一時差異等加減
算前課税所得の見積りを行い、税務上の欠損金についてはその繰越期限内に回収可能であると認め
られる範囲で(1)の金額を算出しております。
② 会計上の見積りに用いた主要な仮定
　当社の税務上の繰越欠損金の繰越期限が、2023年３月期に到来することから、それまでの期間の
課税所得の見積りにおいて以下の事項等が主要な仮定に相当するものと判断しております。
　販売計画の設定にあたっては、当社の属する電子部品業界における製品群別の業績を主に、民生
用機器及びＬＥＤ用リードフレーム向け、自動車向け、モバイル端末向け等に分解し、それぞれの
市場動向や直近の需要動向等を踏まえて2023年３月期の販売数量の予測を行っています。この結果
当社の売上高は、2022年３月期比数％程度増加するものと見込んでいます。
　上記の仮定に基づく事業計画を基礎として見積もった一時差異等加減算前課税所得により繰延税
金資産の回収可能性の検討を行っています。
③ 会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　2023年３月期の販売数量が上記の仮定による見積もりから大幅に減少し、一時差異等加減算前課
税所得が6～７億円程度減少した場合には、繰延税金資産の取崩しが生じる可能性があります。

追加情報
（新型コロナウイルス感染症の影響）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は2021年夏以降、ワクチン接種の普及等により一度は収束に
向かったものの、2021年末頃から変異種であるオミクロン株による感染が再拡大しました。感染再拡
大に伴い一部の都道府県において「まん延防止等重点措置」が適用されるなど、引き続き感染の広が
りや収束時期の見直しの判断が難しい状況にあります。
　一方で、アフターコロナを見据えた社会経済活動再開も徐々に進むなど、当社グループにおける経
済活動に対する影響は一定程度予測のできる状況となりました。（会計上の見積りに関する注記）に
記載した繰延税金資産の回収可能性を含め、新型コロナウイルス感染症の影響が会計上の見積りに及
ぼす重要な影響はないものと判断しております。

（役員向け株式給付信託）
　当社は、取締役等に対し、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
⑴ 取引の概要

　当社は、取締役等を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること
を目的として、当社グループの業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高いインセンティブ
制度（以下、「本制度」といいます。）を導入いたしました。
　本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得
し、当該信託を通じて取締役等に対して、当社及び各対象子会社がそれぞれ定める株式給付規定に
従って、業績達成度に応じて当社株式を給付します。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時
期は、原則として当該取締役等の退任時となります。
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⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 19,625,684千円

再評価を行った年月日 2000年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額 △794,212千円

⑵ 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に
関する実務上の取扱い」（実務対応報告30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用してお
ります。
　なお、株式給付規定に基づく取締役等に対する将来の当社株式の交付に備えるため、当連結会計
年度末における株式給付債務の見込額にて役員株式給付引当金を計上しております。

⑶ 信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により、純
資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計
年度末においては183,298千円、137千株であります。

２. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産

　該当事項はありません。

上記減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
⑶ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき有形固定資産の事業用の土地の再
評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関する金額を課税標準とする税金に相当する
金額である繰延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金
として純資産の部に計上しております。
　なお、当連結会計年度において遊休の土地を一部減損等したため、当該評価額に係る土地再評価差
額金△3,684千円は当連結会計年度末に取崩したものとみなして利益剰余金に計上しております。
　「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政
令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法を採用し
ております。

　上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち賃貸等不動産に関するものについては　　　　
△282,543千円含まれております。

⑷ 財務維持要件
　2021年３月30日に締結した当社のシンジケートローン契約（当連結会計年度末残高　長期借入金
1,332,000千円、１年内返済予定の長期借入金168,000千円）については、財務制限条項が付されて
おり、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する
可能性があります。
①各事業年度の末日における借入人の、貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額の75％以上にそれぞれ維持す
ること。
②各事業年度にかかる連結損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して経常損失としないこと。

⑸ その他流動負債のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。
　契約負債　7,677千円
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,865千株 －千株 －千株 6,865千株

決 議 株式の種類 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 272百万円 40円 2021年３月31日 2021年６月28日

2021年10月29日
取 締 役 会 普通株式 136 20 2021年９月30日 2021年12月６日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た

り
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 204百万円 30円 2022年３月31日 2022年６月29日

３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の総数に関する事項

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

（注）１．2021年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が
保有する当社株式に対する配当金3,364千円が含まれております。

２．2021年10月29日取締役会の決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有
する当社株式に対する配当金1,540千円が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金4,110千円が含
まれております。

⑶ 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
① 目的となる株式の種類 普通株式
② 目的となる株式の数 19,960株
③ 新株予約権の残高 499個

（注）2017年10月１日付で行った普通株式１株を４株とする株式分割により、新株予約権の目的とな
る株式の数は調整されております。
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４. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達して
おります。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借
入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投
機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当
該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を
行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。また、その一部には
外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジ
しております。ヘッジの有効性の評価方法については、為替予約の振当処理を採用しているため、
有効性の評価を省略しております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有
する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年
以内）は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されてい
ますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化
を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用し
ています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしている
場合には、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、ま
た、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ
取引を行っています。
　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次
に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　「⑵　金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等について
は、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

－ 13 －
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

⑴ 売掛金 6,350,522 6,350,522 －
⑵ 未収入金 363,263 363,263 －
⑶ 投資有価証券

その他有価証券 105,087 105,087 －
資産計 6,818,872 6,818,872 －
⑴ 長期借入金（1年内返済予定含む） (1,750,010) (1,750,485) 475
⑵ リース債務 (97,341) (97,341) －
負債計 (1,847,351) (1,847,826) 475

種類 取得原価 連結貸借対照表
計上額 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの 株式 56,706 103,373 46,667

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 株式 2,438 1,713 △725

合計 59,145 105,087 45,942

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。ま
た、現金及び預金については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似することから、注記を省略しております。また、電子記録債権、買掛金、短期借入金は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（注1）投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
⑴　投資有価証券

　その他有価証券に関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は、次のとおりです。
（単位：千円）
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ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象 契約額等 契約額のうち

１年超 時価

為替予約等の振当
処理

為替予約取引

（注）売掛金　米ドル 売掛金 233,590 －

未収入金　米ドル 未収入金 139,331 －

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 416,331

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

電子記録債権 1,439,680 － － － － －
売掛金 6,350,522 － － － － －

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 400,000 － － － － －
長期借入金 267,996 267,996 218,018 168,000 168,000 660,000

⑵　デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算
日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

（単位：千円）

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び未収入金と一体
として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び未収入金の時価に含めて記載し
ております。

（注2）市場価格のない株式等
（単位：千円）

　これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。
（注3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

（注4）借入金の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つ
のレベルに分類しています。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。

－ 15 －



2022/05/31 10:28:49 / 21825033_株式会社エノモト_招集通知：Web開示

連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金 － 6,350,522 － 6,350,522
未収入金 － 363,263 － 363,263
投資有価証券

その他有価証券
株式 105,087 － － 105,087

資産計 105,087 6,713,785 － 6,818,872

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年内返済予定含む） － 1,750,485 － 1,750,485
リース債務 － 97,341 － 97,341
負債計 － 1,847,826 － 1,847,826

⑴　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

⑵　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似することから、注記を省略しております。また、買掛金、短期借入金は短期間で決済されるた
め時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

売掛金及び未収入金
売掛金及び未収入金は、満期までの期間および信用リスクを加味した利率により将来キャッシュ・フロー
を割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル２の時価
に分類しております。

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約については、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２の時
価に分類しております。また、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び
未収入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び未収入金の時価に含めて記載し
ております。
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連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価
（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,191,108 △21,389 1,169,718 871,992

ＩＣ・トラン
ジスタ用リー
ドフレーム

オプト用リー
ドフレーム

コネクタ用部
品 その他 合計

量産品 9,628,763 3,641,471 12,672,104 671,857 26,614,196

金型 300,465 45,480 283,254 7,450 636,649

顧客との契約か
ら生じる収益 9,929,228 3,686,951 12,955,358 679,307 27,250,846

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売
上高 9,929,228 3,686,951 12,955,358 679,307 27,250,846

５. 賃貸等不動産に関する注記
　当社では、山梨県その他の地域において、賃貸用の工業・商業施設（土地を含む。）を有しておりま
す。2022年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は△42,423千円（賃貸収益は営業外収益
に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）、減損損失は500千円（特別損失に計上）であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであ
ります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で
あります。

２. 当連結会計年度増減額の内、主な増加額は、資産除去債務の計上（75,000千円）によるもので
す。また、主な減少額は賃貸等不動産の売却(16,220千円)及び減価償却(80,003千円)によるも
のです。

３. 当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金
額であります。

６. 収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
（単位：千円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（主要な販売品目における契約、履行義務及び履行義務の充足時点に関する情報）
①　量産品の販売（国内販売）

顧客との契約に基づいて、主に完成した量産品を顧客に納入することを履行義務として識別してお
ります。国内の販売においては出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の
期間であるため、出荷時に収益を認識しております。

②　量産品の販売（輸出販売）
顧客との契約に基づいて、主に完成した量産品を顧客に納入することを履行義務として識別してお
ります。契約ごとに貿易条件等により製品に対する支配が移転する時点の判断をしておりますが、
主として、船積時点で製品に対する支配が顧客に移転する契約であり、その場合には船荷証券の発
行日（B/L date）に収益を認識しております。
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前連結会計年度 当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権

受取手形 9,762 －
電子記録債権 1,060,434 1,439,680
売掛金 6,153,856 6,350,522

契約資産 － －
契約負債 － 7,677

⑴ １株当たり純資産額 2,790円49銭
⑵ １株当たり当期純利益 230円49銭

③　金型（客先に所有権が移転する金型の売却取引）
顧客との契約に基づいて、主に完成した金型を顧客に納入することを履行義務として識別しており
ます。顧客からの認定合格により当該金型に対する支配が顧客に移転することから、認定合格書を
受領した時点で収益を認識しております。

（取引価格の算定に関する情報）
　取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社グループが権利を得ると見込
んでいる対価の金額であり、当社グループが第三者のために回収する額を除いています。また、変
動対価及び重要な金融要素を含む重要な取引はありません。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

契約負債は、主に金型の販売にかかる顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、
収益の認識に伴い取り崩されます。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の
便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

7. １株当たり情報に関する注記

（注）　役員向け株式給付信託が保有する当社株式は、「１株当たり純資産額」を算定するための普通株
式の期末自己株式に含めており、また、「１株当たり当期純利益金額」を算定するための期中平均
株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
　当該信託が保有する当社株式の当連結会計年度末株式数137,000株、期中平均株式数は102,405
株であります。

8. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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③ 棚卸資産
・製品・仕掛品（プレス製品及び金型

用量産部品）・原材料
 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）
・仕掛品（金型及び装置）・貯蔵品

（金型修理用パーツ）
 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）
・貯蔵品（金型修理用パーツを除く）

 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

・子会社株式 移動平均法による原価法
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ等

デリバティブ 時価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法（金型については生産高比例法）ただし、1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　　　７～35年
　機械及び装置　　　　　　４～11年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(５年) に基づく定額法によってお

ります。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ 長期前払費用 定額法によっております。
⑶ 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上してお
ります。
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③ 役員賞与引当金 当社の取締役、執行役員に対して業績連動報酬の支出に充て
るため、支給見込額のうち、当事業年度の費用として計上す
べき額を計上しております。

④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
ただし、当事業年度末においては前払年金費用として投資そ
の他の資産に表示しております。

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法
各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期
末要支給額を計上しております。

⑥ 役員株式給付引当金 当社の取締役、執行役員に対する当社株式の交付及び給付に
備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられた
ポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を計上しており
ます。

⑷ 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当

処理の要件を満たす為替予約については振当処理に、特例処
理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用し
ております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象…外貨建売上債権及び借入金

③ ヘッジ方針 当社は、為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取
引を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で
金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契
約ごとに行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理を採用
しております。また、それ以外の為替予約については、外貨
建による同一金額で同一期日の為替予約を実施しており、実
行の可能性が極めて高いため、有効性の評価を省略しており
ます。金利スワップ取引については、特例処理を採用してお
りますので有効性の評価を省略しております。

⑸ 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処
理方法は連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異
なっております。
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当事業年度

将来減算一時差異等（※） 478,762

（内、税務上の欠損金（※）） 39,442

評価性引当額 177,259

（内、税務上の欠損金に対する評価性引当額） ―

繰延税金資産（繰延税金負債相殺前） 301,502

⑹ 収益及び費用の計上基準
　当社は、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する
当社グループは主として電子部品の中でもＩＣ及びトランジスタ用リードフレーム・オプト用リードフ
レーム・コネクタ用部品に関する製造・販売をグローバルに展開しております。当社グループの主要な
販売品目における契約、履行義務及び履行義務の充足時点に関する情報は次の通りであります。

①　量産品の販売（国内販売）
顧客との契約に基づいて、主に完成した量産品を顧客に納入することを履行義務として識別してお
ります。国内の販売においては出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の
期間であるため、出荷時に収益を認識しております。

②　量産品の販売（輸出販売）
顧客との契約に基づいて、主に完成した量産品を顧客に納入することを履行義務として識別してお
ります。契約ごとに貿易条件等により製品に対する支配が移転する時点の判断をしておりますが、
主として、船積時点で製品に対する支配が顧客に移転する契約であり、その場合には船荷証券の発
行日（B/L date）に収益を認識しております。

③　金型（客先に所有権が移転する金型の売却取引）
顧客との契約に基づいて、主に完成した金型を顧客に納入することを履行義務として識別しており
ます。顧客からの認定合格により当該金型に対する支配が顧客に移転することから、認定合格書を
受領した時点で収益を認識しております。

会計上の見積りの変更に関する注記
（資産除去債務の見積りの変更）

　当事業年度において、石綿飛散防止対策等に係る見積書等の新たな情報の入手を行い検討した結
果、必要な対策費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更により、変更前の資産除
去債務残高に75,000千円を加算するとともに、資産除去債務に対応する除去費用については費用処理
を行いました。この結果、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ75,000千円減少しております。

会計上の見積りに関する注記
（会計上の見積り）
１. 繰延税金資産の回収可能性

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額
　当社が計上した繰延税金資産（繰延税金負債相殺前）は以下のとおりであります。

（単位：千円）

（※）法定実効税率を乗じた金額であります。
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⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 14,143,132千円

26,596千円

① 短期金銭債権 253,060千円
② 短期金銭債務 13,011千円

再評価を行った年月日 2000年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額 △794,212千円

⑵ 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
　⑴の金額の算出方法は、連結計算書類の（会計上の見積りに関する注記）の⑵識別した項目に係る
会計上の見積りの内容に関する情報に記載した事項と同一であります。

追加情報
（新型コロナウイルス感染症の影響）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は2021年夏以降、ワクチン接種の普及等により一度は収束に
向かったものの、2021年末頃から変異種であるオミクロン株による感染が再拡大しました。感染再拡
大に伴い一部の都道府県において「まん延防止等重点措置」が適用されるなど、引き続き感染の広が
りや収束時期の見直しの判断が難しい状況にあります。
　一方で、アフターコロナを見据えた社会経済活動再開も徐々に進むなど、当社における経済活動に
対する影響は一定程度予測のできる状況となりました。（会計上の見積りに関する注記）に記載した
繰延税金資産の回収可能性を含め、新型コロナウイルス感染症の影響が会計上の見積りに及ぼす重要
な影響はないものと判断しております。

（役員向け株式給付信託）
　取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結注記表の「追加
情報」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

２. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産

該当事項はありません。

上記減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
⑶ 保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対して次のとおり保証を行っております。

⑷ 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

⑸ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関す
る法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき有形固定資産の事業用の土地の再
評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関する金額を課税標準とする税金に相当する
金額である繰延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金
として純資産の部に計上しております。
　なお、当事業年度において遊休の土地を一部減損等したため、当該評価額に係る土地再評価差額金
△3,684千円は当事業年度末に取崩したものとみなして利益剰余金に計上しております。
　「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第
３項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政
令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法を採用し
ております。
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① 売上高 455,740千円
② 仕入高 124,292千円
③ 営業取引以外の取引高 255,741千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の
株 式 数

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数

当 事 業 年 度 末 の
株 式 数

普 通 株 式 141千株 60千株 ７千株 194千株

⑹ 財務維持要件
　2021年３月30日に締結した当社のシンジケートローン契約（当事業年度末残高　長期借入金
1,332,000千円、１年内返済予定の長期借入金168,000千円）については、財務制限条項が付されて
おり、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する
可能性があります。
①各事業年度の末日における借入人の、貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額の75％以上にそれぞれ維持す
ること。
②各事業年度にかかる連結損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して経常損失としないこと。

３. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の増加は、役員向け株式給付信託による買付け60千株及び単元未満株式の買取
０千株によるものであります。自己株式数の減少は、株式給付信託からの株式の給付７千株
によるものであります。なお、当事業年度末の自己株式数のうち、株式給付信託が保有する
株式数は、137千株であります。
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繰延税金資産
貸倒引当金 9,724千円
賞与引当金 116,250千円
未払事業税 16,597千円
役員退職慰労引当金 20,337千円
役員株式給付引当金 38,618千円
投資有価証券評価損 2,379千円
繰越欠損金 39,442千円
棚卸資産 27,304千円
資産除去債務 22,500千円
減価償却費 157,455千円
その他 28,152千円

小計 478,762千円
評価性引当額 △177,259千円

合計 301,502千円
繰延税金負債

前払年金費用 33,316千円
その他有価証券評価差額金 13,782千円

合計 47,099千円
繰延税金資産の純額 254,403千円
再評価に係る繰延税金負債 269,710千円

属 性 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)割
合 ( ％ )

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

( 千 円 ) 科 目 期末残高
( 千 円 )

子会社
ENOMOTO 
PHILIPPINE
MANUFACTURING
Inc.

所有
直接100

当社製品の販
売 、 外 注 加
工、債務保証

 製品の販売（注1） 257,714 売 掛 金 55,642

 外注加工委託（注2） 21,383 ｢流動負債｣
そ の 他 809

 配当の受取（注3） 150,741 ｢流動資産｣
そ の 他 139,177

 債務保証（注4） 26,596 － －

子会社 ENOMOTO HONG 
KONG Co.,Ltd.

所有
直接100

当社製品の販
売、外注加工

 製品の販売（注1） 198,026 売 掛 金 50,146

 外注加工委託（注2） 102,908 ｢流動負債｣
そ の 他 11,322

 配当の受取（注3） 105,000 － －

５.税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

６. リースにより使用する固定資産に関する注記
 該当事項はありません。

７. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

（注）１. 市場価格、総原価を勘案して毎期価格交渉の上、取引条件を決定しております。
２. 市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、取引条件を決定しております。
３. 受取配当金については、当社が示す配当基準に準拠し、配当を実施しております。
４. 銀行借入等に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。
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⑴ １株当たり純資産額 2,018円09銭
⑵ １株当たり当期純利益 138円79銭

８. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表の「収益認
識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

（注） 役員向け株式給付信託が保有する当社株式は、「１株当たり純資産額」を算定するための普通株
式の期末自己株式に含めており、また、「１株当たり当期純利益金額」を算定するための期中平均
株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
　当該信託が保有する当社株式の当事業年度末株式数137,000株、期中平均株式数は102,405株で
あります。

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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